
                   

                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                     

                                                                                                                                                                         

 

自分の生き方につながる職業への歩み方 

～社会体験から得たもの～ 

                                      ２学年主任 福田 恵美子  

 

２学年の生徒たちは、９月９日（火）から１１日（木）までの３日間の日程で、地域の様々な

職場に受け入れていただいて、職場体験をさせていただきました。中学生のこの時期に、実際の

職場で仕事をさせていただく経験は、とても意義深いと感じます。生徒の振り返りをご紹介しま

す。 

 

『自分がこの職業に向いているかという将来のことを考えることができた。３日間で、誰に対

しても優しく接すること、コミュニケーションの重要性、チームワークの大切さについて学べ

た。これからの学校生活の中でも外部でも、誰に対しても優しく接し、団体生活をしていく上で

チームワークを大切にしていきたい。』 

『店員さん一人一人が、仕事の状況を見て、指示を言われるよりも先に仕事をしていたので、

自分たちの学校生活も周りを見て生活することを心がけていきたい。』 

『自分たちが掃除をしたからこそ、お客様が楽しく利用しているということを考えると、やり

がいを感じることができた。これからの生活でも、みんなが楽しく生活できるように、もっと掃

除を積極的に取り組んでいこうと思う。』 

これらの感想には、仕事のやりがいや体験したからこそ気づくことができた『将来に必要な資

質』が綴られています。また、お店側の立場に立つことで、『相手の立場に立っていろいろなこ

とをすることの価値観』を理解し、これからは自分が周りの人のために行動していこうという考

え方を身につけたことが伝わります。 

 

『なぜ働くのか？』という職業観には、大きく２つの意味があります。１つは、『自分自身に

対すること』です。例えば、『自分自身のスキルを高めていきたい』のように自分がどのように

成長していきたいのか、どのように仕事に関わっていきたいのかということです。もう一つは、

企業や社会に対する役割です。自分が仕事をすることで、企業や社会に対してもたらす影響、良

い結果のことです。例としては、『売り上げをアップすることで、会社発展の役に立ちたい。』

というようなことです。 

私自身も、この２つの意味で職業に就き、今まで歩んできたのだと実感します。自分自身のた

めの仕事でもあり、より良い社会をつくることに貢献するための仕事であると。 

 

また、職業には人に『夢』を与えるものもあります。今や世界という舞台で活躍するプロ野球

選手の大谷翔平さんがそうです。大谷さんが活躍する姿は、多くの人に夢や希望、勇気を与えて

くれています。社会に対する役割とも言えますが、『夢』という付加価値は人々に大きな影響を

及ぼすものだと思います。 

中学生の皆さんには、自分にとって納得のいく職業へと向かっていけるように、まずは目の前

にある学校生活に真剣に、そして意欲的に取り組んでいってほしいと思います。その中で、自分

の目指す生き方・職業へのヒントをつかんでいってください。 

 

 

 

「愛と笑顔が輝く     

県下に誇れる桶川西中」 

  学校教育目標「志を持ち 自ら学ぶ 健康でたくましい生徒」 

桶川西中学校イメージキャラクター“にしぽん” 

桶川市立桶川西中学校 
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１１月１日は「彩の国教育の日」 

県では、教育に関する理解を深めていただくため、１１月１日を「彩の国教育の日」、１１月１日から７日までを「彩の国教育週間」 

としています。期間中は、県や市町村、学校、社会教育施設、各種団体等で、学校公開や親子向け体験教室などの

事業が多数実施されます。この機会に、事業へ参加して理解を深め、身近な人と「自然」「人」「本」「家族」「地域」

の大切さや思い出について語り合ってみませんか。 

詳しくは県ホームページを御覧ください。（「彩の国教育の日」で検索） 

１１月は「いじめ撲滅強調月間」です 

いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じることがあります。いじめは重大な人権侵害であり、
決して許されることではありません。埼玉県では、１１月を「いじめ撲滅強調月間」と定め、いじめ問題
の根絶に取り組んでいます。いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら一人で悩まず相談・
通報してください。 

◎相談窓口等 

よい子の電話教育相談（埼玉県立総合教育センター） 

【相談内容 いじめ、不登校、学校生活】（毎日２４時間） 

・18 歳以下の子供用（無料） ＃７３００
なやみゼロゼロ

 又は ０１２０－８６－
ハ ロ ー

 ３１９２
さ い の く に

 

・保護者用           ０４８－５５６
こ こ ろ

－０８７４
お は な し

 

・Ｅメール相談    soudan@spec.ed.jp 

いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会） 

【通報内容 いじめに関すること】 

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html 

埼玉県警察少年サポートセンター 

【相談内容 非行やいじめ、犯罪被害等の少年問題に関するカウンセリング等】 

（月～金／祝日・年末年始を除く８時３０分～１７時１５分） 

・少年用（ヤングテレホンコーナー） ０４８－８６１－１１５２ 

・保護者等用            ０４８－８６５－４１５２ 

子どもスマイルネット 

【相談内容 いじめなどこどもに関するあらゆる相談（本人・保護者等からの相談）】 

 （毎日／祝日・年末年始を除く １０時３０分～１８時００分）  ０４８－８２２－７００７ 
 

西中エピソード 

先日、まだ暑さが残る中、地域の方が学校を訪ねてきました。西中の生徒にお礼を言いたいとのことでした。詳しくお話をお

聞きしたところ、次のようなことがあったとのことでした。以前、その方が買い物に行こうとしていた時、目的地の場所が分から

なくなったそうです。そこで桶川西中の生徒に道を尋ねたところ、経路を教えてくれた上に場所まで案内してくれたそうです。

大変感激したものの名前を聞かずにいたそうで、「ありがとう」と言いたいと思い学校までいらしたとのことでした。 

最近は、不審者情報も多く、声を掛けられたり、困っている人に手を差し伸べたりすることが、残念ですが、難しい世の中に

なっています。そんな中、西中生が見極めて親切に行動できたということを聞き、また、地域の方が「助けられました」とお話し

てくださりとても嬉しそうなご様子から、こちらも嬉しく誇らしく感じました。 

１１月の主な行事予定 
日（曜） 行       事 日（曜） 行       事 

３（月） 

４（火） 

５（水） 

６（木） 

７（金） 

10（月） 

11（火） 

12（水） 

13（木） 

14（金） 

文化の日 

他学年交流授業、全校三者面談 

西中タイム（講話）、全校三者面談 

全校三者面談 

全校三者面談 

全校三者面談 

３年期末テスト学習質問日 

市内音楽会 

３年期末テスト学習質問日 

県民の日（学校閉庁日） 

17（月） 

18（火） 

19（水） 

20（木） 

21（金） 

23（日） 

24（月） 

25（火） 

26（水） 

27（木） 

28（金） 

３年期末テスト 

３年期末テスト、各種委員会・中央委員会 

３年実力テスト、学校運営協議会 

テスト前部休（～27日） 

１，２年期末テスト学習質問日 

勤労感謝の日 

振替休業日 

１，２年期末テスト学習質問日 

西中タイム（学年） 

１，２年期末テスト 

１，２年期末テスト 

※全校三者面談の日は、５時間授業となります。 


